
令和５年度事業計画書 

 自 令和５年４月 １日 

             至 令和６年３月３１日 

 

＜はじめに＞ 

令和４年は、長引くコロナ禍に加え、ロシアによるウクライナ侵攻、さらには 

安倍元首相の銃撃事件など、不穏な１年となりました。 

また、人の流れが戻ってきたことに起因するかもしれませんが、刑法犯認知件数も 

２０年ぶりに前年と比べ増加し、「治安が悪くなった」と感じている割合も増える 

こととなりました。 

しかし、警察官は、感染防止策と第一線での警察諸活動との両立を図りながら、 

懸命に治安維持に取り組んでおられます。改めて敬意を表し、感謝申し上げます。 

今年はＧ７広島サミットが開催され、関連の会合が近畿管区内でも予定されており

ます。２年後に迫った大阪・関西万博の開催準備も本格化してまいります。安全で 

安心な社会の立て直しが急務です。 

当会の事業計画は令和４年度同様の活動とはなりますが、感染症防止対策の制限 

緩和が実施されることを契機に、より現場の警察官の励みとなるように事業を進めて 

まいります。 

引き続き変わらぬご協力を賜りますようお願い申し上げます。 
 
なお、令和５年度の事業計画は次のとおりです。 

 

１．表彰事業 

    （1）近畿優良警察職員に感謝の会 

    （2）各府県支部表彰 

    （3）外部表彰 

     

２．講座事業 

    （1）夏季教養講座 

 

  ３．助成事業 

（1）警察活動に必要な資材・機材の提供 

（2）警察行事支援 

 

 ４．普及啓発事業 

（1）会報の発行 

（2）ホームページで本部・支部・地区友の会の活動報告 

（3）協力団体（地区友の会）の設立を後援 



１. 表 彰 事 業 

(1) 近畿優良警察職員に感謝の会 

     当会が主催する表彰式で、近畿管区警察局長及び各府県警察本部長から推薦  

された優良警察職員２５名とそのご家族を表彰する。 

日 時：令和５年１０月１８日（水） 

場 所：ＫＫＲホテル大阪 

     後 援：近畿管区警察局 

       受賞者全員に記念品の贈呈 
 

(2) 各府県支部表彰  

   各府県支部の優良警察官とその家族、また警察の仕事に協力し、これを援助  

した民間人の表彰をする。 

    ・滋賀県支部   優良警察官５名（家族同伴） 

    ・大阪府支部   優良警察官２２名（家族同伴)、 

                        民間警察協力功労者２名 

    ・兵庫県支部   優良警察官１０名（家族同伴)、 

                         民間警察協力功労者２名（家族同伴） 

    ・奈良県支部   優良警察官１２名(家族同伴)  

    ・和歌山県支部  優良警察官１８名 

        各府県支部から楯と記念品を贈呈する。 

 

(3) 外部表彰 

   外部機関による警察官の表彰に対し協力をする。 

① 近畿管区内優秀警察職員表彰式（近畿管区警察局主催） 

②「近畿の警察官」表彰のつどい（産経新聞社提唱） 

当会は記念品を贈呈し、後援する。 

 

２. 講 座 事 業 

(1) 令和５年度夏季教養講座  

      近畿管区警察局と共催で、「管理者としての管理能力の養成と幅広い知識の 

向上」のため管区内の警視以上を招く。 

受講者：近畿管区警察局管内６府県警察の警視 

人 数：９０名（警察官）その他（友の会役員） 

日 時：令和５年８月２５日（金） 

場 所：ホテルプリムローズ大阪 

 

なお新型コロナウイルス感染症による社会情勢を見極めたうえ、開催の可否、開催 

時期や方法を変更する場合がある。開催できないときは、その予算を近畿管区警察局 

への助成事業に流用する場合がある。 



３. 助 成 事 業 

(1) 警察活動に必要な資材・機材を提供することにより効率的な警察活動を支援する。 

    ① 管区局・各府県警察本部へ資材・機材の助成  

(2) 強壮な警察官育成のため、術科大会など警察行事を支援する。 

① 管区局主催    術科大会へ優勝旗・メダル・楯の寄贈 

    ② 各府県警察主催  術科大会へ激励品の寄贈 

      ③ 各府県警察    警察学校卒業生へ記念品の贈呈 

   ④ 各府県警察    慰霊祭へ供花 

 

４. 普及啓発事業 

(1) 会報の発行 

会報を年１～２回発行する。 
     

(2) ホームページへの掲載  

    本部事業・支部事業・地区友の会の活動報告をホームページに随時掲載し、 

   原則として月１～２回更新する。   

 

(3) 協力団体（地区友の会）の設立を後援 

当会の協力団体（地区友の会）の設立を後援し、緊密な連携・協力を進める。 


